
３情法第 112 号  

      令和３年（2021 年）８月 23日  

 

一般社団法人・財団法人 代表者 様 

 

長野県総務部情報公開・法務課長  

 

 

医療非常事態宣言の発出及び全県の感染警戒レベル５への引上げ 

に伴う周知について（依頼） 

 

 

 日頃は、公益活動の推進に御理解、御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 また、新型コロナウイルス感染症対策に関する感染防止策等に格別の御高配を賜り、重ねて御

礼申し上げます。 

 ８月 20 日の新型コロナウイルス感染症長野県対策本部会議において、医療非常事態宣言の発

出及び全県の感染警戒レベルを５へ引き上げ「新型コロナウイルス特別警報Ⅱ」を発出すること

を決定しました。 

つきましては、別添資料の内容について、貴法人の社員、役員、評議員等に対し、周知してい

ただくようお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

法務係 

 （課長）重野 靖 

（担当）田中 陽如 伊藤 嗣将 奈良井 拓郎 

 電 話 026-235-7057（直通） 

 ﾌｧｸｼﾐﾘ 026-235-7370 

電子ﾒｰﾙ koeki@pref.nagano.lg.jp 

 
















